
 

日本熱物性学会細則 

 

第１条 会費の年額は次の通りとする． 

  １．法人会員は，１口につき 50,000 円 

   ２．正会員は，6,000 円，学生会員は，3,000 円 

   ３．名誉員は，会費の納入を要しない． 

第２条 入会金は次の通りとする． 

１．正会員として入会する場合，2,000 円の入会金を納入するものとする． 

２．法人会員，学生会員は入会金の納入を要しない．また，学生員から正会員とな

った場合も納入を要しない． 

第３条 法人会員の受ける特典は次ぎの通りとする． 

１口につき正会員１名分の特典，その他本会が別に定める特典を受けることができ

る． 

第４条 理事およびその役割は，次の通りとする． 

  １．会長；総括 

  ２．副会長（無任所）；企画・編集・プロジェクト・広報，等担当 

  ３．副会長（事務局担当）；総務・会計担当 

４．シンポジウム担当理事；日本熱物性シンポジウム実行委員長 

５．編集担当理事；会誌「熱物性」編集委員長 

６．企画担当理事；活動委員会委員長 

７．広報担当理事；広報・会員増強委員会委員長 

８．熱物性情報担当理事；熱物性値サービス委員会委員長 

第５条 評議員の人数は，次の通りとする． 

１．地区連絡担当評議員；８名（北海道地区，東北地区，関東地区，北陸・信越地

区，東海地区，関西地区，中国・四国地区，九州地区） 

  ２．地区推薦評議員；12 名程度  

第６条 役員の任期は次の通りとする．継続性を保つため，会長・副会長を除いて，原

則として半数交代とする． 

  １．会長；１年 

  ２．副会長（無任所）；１年 

  ３．副会長（事務局担当）；３年 

  ４．理事（会長・副会長を除く）；２年 

  ５．評議員；２年 

  ６．監事；２年 

第７条 設置する委員会等は，次の通りとし, 任期は２年とする．ただし, 重任は妨げ

ない. 
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１．表彰委員会 

２．熱物性ハンドブック編集委員会 

  ３．規約等整備担当（委員） 

４．国際連絡事務担当（委員） 

５．東京事務所担当（委員） 

６．会員情報担当（委員） 

第８条 総会における会務報告のうち，事業報告，会計報告などの重要事項は，年度終

了後，別途，速やかに会員に周知する． 
第９条 新しい年度の事業計画とそれに伴う予算については，年度当初の役員会の承認

を経て，それを速やかに会員に周知する．年度予算案の決定は，役員会の専決

事項とする．  
第１０条 本細則の改廃は役員の過半数の賛成を得て行い，総会において報告・承認を

得ることとする． 

 

昭和５５年１１月２５日承認 
平成１６年１０月２１日全面改正  
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